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2020 年 10 月 30 日 

各 位 

会社名 共英製鋼株式会社 

代表者名 代表取締役社長 廣冨 靖以 

(コード番号：5440 東証第一部) 

問合せ先 本社経営企画部長 増田 晶紀 

(TEL：06-6346-5221) 

 

（開示事項の経過）連結子会社の再編（株式交換及び会社分割）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2020 年１月 21 日付「子会社の株式移転方式による中

間持株会社設立に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、当社の連結子会社である共英

産業株式会社（以下、「共英産業」といいます。）、株式会社共英メソナ（以下、「共英メソナ」

といいます。）の経営統合について、具体的な統合方法（以下、「本組織再編」といいます。）を

下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 

なお、本組織再編は連結子会社間での再編であるため、開示事項・内容を一部省略して開示

しております。 

 

記 

 

1. 本組織再編の目的及び概要 

事業環境が大きく変化している中、「より強い共英製鋼グループ」を目指すうえで、「グ

ループ総合力の発揮」は重要な課題の一つです。 

関係会社の統合再編等による相乗効果の発揮、業務の効率化を通じて、当社グループの企

業価値向上を図ることを目的に、2021 年４月１日を効力発生日として、株式交換により共英

メソナを共英産業の子会社にするとともに、会社分割（吸収分割）により共英メソナの運輸

事業、管理部門及び子会社株式を共英産業に移転し、共英産業が共英メソナ及びその子会社

の経営管理を統括いたします。 

今後、共英産業を当社グループの中核連結子会社とし、鉄鋼周辺事業の拡大や新規事業へ

の取り組みを強化してまいります。 

 

2. 株式交換の要旨 

(1) 株式交換の日程 

株式交換契約承認取締役会 

共英産業 2020年 10月 12日 

共英メソナ 2020年 10月  9日 

株式交換契約締結 2020年 10月 30日 

株式交換承認に関する株主総会※ 

共英メソナ 2020年 11月 13日 

株式交換予定日（効力発生日） 2021年  4月  1日 
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※共英産業は、会社法第 796 条第２項の規定に基づき、簡易株式交換の手続きにより 

株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。 

 

(2) 株式交換に際して交付する金銭等 

無対価株式交換であり、株式交換に際して金銭等の交付は行いません。 

 

(3) 当事会社の概要（2020 年 9 月 30 日現在） 

 株式交換完全親会社 株式交換完全子会社 

(1) 名称 共英産業株式会社 株式会社共英メソナ 

(2) 本店所在地 大阪府枚方市北山１丁目８番１

号 

大阪市西淀川区佃６丁目４番８

号 

(3) 代表者 島 芳弘 高島 浩司 

(4) 事業内容 産業廃棄物運搬・処理事業 

鉄筋工事・加工事業 

鋳物販売事業 

鉄鋼資材等販売事業 

保険代理事業 

運輸事業 

産業廃棄物運搬・処理事業 

(5) 資本金 180 百万円 400 百万円 

(6) 設立年月日 1990 年 11 月 1980 年６月 

(7) 発行済株式数 3,600 株 1,320,000 株 

(8) 決算期 ３月末 ３月末 

(9) 大株主及び 

持株比率 

共英コーポレーション株式会社

100% 

共英コーポレーション株式会社

100% 

 

3. 吸収分割の要旨 

(1) 吸収分割の日程 

吸収分割契約承認取締役会 

共英産業 2020年 10月 12日 

共英メソナ 2020年 10月  9日 

吸収分割契約締結 2020年 10月 30日 

吸収分割承認に関する株主総会※ 

 共英メソナ 2020年 11月 13日 

吸収分割の予定日（効力発生日） 2021年  4月  1日 

※共英産業は、会社法 796 条第２項の規程に基づき、簡易吸収分割の手続きにより 

株主総会の承認を得ずに本吸収分割を行う予定です。 

 

(2) 分割方式 

共英メソナを吸収分割会社とし、共英産業を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 
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(3) 吸収分割に係る割当の内容 

吸収分割に際して、共英産業から共英メソナに対して、株式その他の金銭等の割当は

行いません。 

 

(4) 吸収分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

(5) 吸収分割により増減する資本金 

吸収分割による分割当事会社の資本金の増減はありません。 

 

(6) 承継会社が承継する権利義務 

効力発生日における吸収分割会社の運輸事業等に関する資産、負債及びこれらに付随

する権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継します。なお、分割承継会

社に承継される債務については、併存的債務引受の方法によるものといたします。 

 

(7) 債務履行の見込み 

吸収分割後、吸収分割会社及び吸収分割承継会社における債務履行の見込みについて

は、問題ないものと判断しております。 

 

(8) 分割当事会社の概要 

分割当事会社である共英産業及び共英メソナの概要については、「2．株式交換の要旨

(3) 当事会社の概要」をご参照ください。 

 

(9) 吸収分割後の状況（予定） 

吸収分割後の当事会社の状況は下表のとおりとなる予定です。共英産業においては本店

所在地及び代表者の変更、並びに事業内容に承継する運輸事業を加え、また、共英メソ

ナにおいては資本金の減資を行う予定です。 

 吸収分割承継会社 吸収分割会社 

(1) 名称 共英産業株式会社 株式会社共英メソナ 

(2) 本店所在地 大阪市北区堂島２丁目１番 31

号 

大阪市西淀川区佃６丁目４番８

号 

(3) 代表者 大西 紳也 高島 浩司 

(4) 事業内容 産業廃棄物運搬・処理事業 

鉄筋工事・加工事業 

鋳物販売事業 

鉄鋼資材等販売事業 

保険代理事業 

運輸事業 

産業廃棄物運搬・処理事業 

(5) 資本金 180 百万円 100 百万円 

(6) 決算期 ３月末 ３月末 
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4. 業績への影響 

本組織再編は、当社の完全子会社を当事者とするため、連結業績に与える影響は軽微であ

ります。 

以上  


